
1

上野原市保育施設等給食費補助金事業概要
【市内私立保育施設等の事業者用】

対 象

子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み育てられる環境づ

くりを推進するため、保育施設等で発生する給食費について補助するもの

次のいずれにも該当すること

・　上野原市内に住所を有する者（※DV被害等特別な事情がある場合にはこの限りで無い）

・　当該年度中に３歳に達するものを除く３歳児以上の者

・　保育施設等に在籍している者

補助内容(額)

申請・入金方法

次ページ以降、「上野原市保育施設等給食費補助金事業実施フロー」のとおり

保護者が保育施設等に

支払った給食費

（実費）

２９０円

×

弁当を持参した実日数

＋ ＝
上限

5,800円

どちらか低い金額

【一月当たり】
副食費徴収免除者は、免除額を除いた額



上野原市保育施設等給食費補助金事業実施フロー

給食費
支払

これまでと同じく給食費を徴収

保護者 保育施設等

配布 年度当初、途中入園のタイミングで、保護者に書類を配布

一旦支払

*上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書

*書類の日付、「5 申請
額（請求額）」以外の情
報を記載して提出してく
ださい

受領
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保護者から書類等を受領

 振込先口座情報がわかる書類
※通帳の写しなど

上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書

※「5 申請額（請求額）」以外の情報を記載
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保管
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書類等を年度末、途中退園まで一時保管

 振込先口座情報がわかる書類
※通帳の写しなど

上野原市保育施設等給食費補助金事業実施フロー

上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書

記録 保護者から徴収した給食費 と 弁当を持参した実日数を記録

作成 記録をもとに給食等の提供に係る証明書を作成

給食等の提供に係る証明書

給食等の提供に係る証明書から算出された「補助額合計」と「日付」を、

一時保管している上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書に

記載

給食等の提供に係る証明書

補助額合計

副食費免除対象者は、免除額を除いた額
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上野原市保育施設等給食費補助金事業実施フロー

提出 年度末、途中退園時に上野原市子育て保健課に書類（３点）を提出

 振込先口座情報がわかる書類

上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書

給食等の提供に係る証明書

入金 翌年度４月下旬頃（途中退園頃）に上野原市から保護者に振込

 補助金交付決定通知書
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上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書の記載例
（保護者→保育施設等）
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上野原市保育施設等給食費補助金交付申請書兼請求書の記載例
（保育施設等→上野原市子育て保健課）

次ページ
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給食等の提供に係る証明書作成例

記入日

副食費徴収免除対象者
の場合は「有」を選択

4/1時点の年齢

主食と副食が揃っているものを指す。
※給食に副食のみを提供し、主食を持参している園もあり、同日に重複して算定することを防ぐため。

保護者が実際に支払う金額
※副食費徴収免除対象者は、免除額を差し引いてください。

押印は不要です。

申請書兼請求書の申請額に転記
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FAQ（2025.4.10更新）

Q１．弁当持参日として、一時預かり事業における登園日数も数えることが　

　　  可能か？

　　　A．数えることはできません。一部の保護者等の都合による児童の登

　　　　  園日数ではなく、園の定める開園日において、基本的に園児全員

             が登園の対象となる日数を数えてください。

Q２．年長児のみの遠足等の行事における注文弁当（給食）または、持参弁

　　  当についても補助制度の対象となるか？

　　　A.  園の行事として位置づける行事であり、特定の学年の児童全員が

　　　　　参加の対象となる場合であれば対象となります。


